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不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書 

 

 不動産投資信託証券発行者名 

 日本プライムリアルティ投資法人 

 代表者名 執行役員 城﨑 好浩 

 （コード：８９５５） 

 

 資産運用会社名 

 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント 

 代表者名 代表取締役社長  城﨑 好浩 

 問合せ先 取締役財務部長  埜村 佳永 

 ＴＥＬ．０３－３５１６－１５９１ 

 

１．基本情報 

（１）コンプライアンスに関する基本方針 

日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）に基づき適法に設立さ

れており、本書の日付現在においては執行役員 1 名及び監督役員 2 名から構成される役員会により運営されています。これらの役員は欠格事由にあたらないほか、監督

役員はもとより執行役員を含めたすべての役員が、投信法等の規定する水準以上の透明性の高い運営を行うよう努め、法令遵守の徹底を図っています。 

本投資法人は、業務執行の意思決定及び執行役員に対する監督機関としての役員会が十分に機能し、執行役員が本投資法人のために忠実にその職務を遂行するよう努め

ています。役員会においては、投信法に定める利害関係人等との一定の取引に加え、資産運用会社が執行する資産運用にかかる重要な事項及び利害関係者（注）との取

引のうち、資産の取得・売却及びその媒介又は代理、不動産管理委託、1,000 万円超の工事の発注、物件の賃貸（ただし一定の条件を満たす駐車場等の賃貸を除きます）

に関しては、役員会の承認事項とすることにより、資産運用会社への一定の牽制体制を構築しています。 

  

資産運用会社は、資産運用の適正性及び業務の健全性・適正性を確保する観点から、コンプライアンス態勢の構築を推進しています。 

法令等の遵守に基づく適正な業務遂行の観点から、コンプライアンス委員会を設置し、2003 年 6 月より外部の弁護士を特別委員として選任して、上記の投資法人と利害

関係者間の取引にあたっては、事前にその妥当性や合理性の検証を行った上で投資法人の役員会の承認を得ることとしています。 

また、コンプライアンスを実践していくための具体的な実践計画として、コンプライアンス・プログラムを策定し、当該年度のコンプライアンスに関する具体的な取り
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組み内容を明確化し、その履行状況を取締役会に報告し実効性を担保する体制をとっています。 

コンプライアンス・プログラムのなかには、コンプライアンス研修の継続的な実施が含まれており、役職員のコンプライアンス意識の持続的向上を推進しています。さ

らに、内部監査、及び定期的な法令等遵守確認の実施等により、内部管理態勢の適切性のさらなる向上を図っております。 

このように、資産運用会社においては、コンプライアンスの考え方を、会議、日常の検証業務、内部監査等あらゆる機会を通じて社内への徹底化を図り、役職員全員に

よる実践的で質的にも高度なコンプライアンス態勢を目指しています。 

  

（注）本投資法人は、投信法上の「利害関係人等」とは別に、役員会規則において以下のいずれかに該当する者を「利害関係者」として定めています。 

ア． 本投資法人の資産運用会社に対する出資又は役員の派遣若しくは金融商品取引法第29条の2第1項第4号に係る使用人の出向を行っている者 

イ． 前項に該当する者の親会社、子会社及び関連会社（それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8 条第3 項及び第5 項に定義される親会

社、子会社及び関連会社をいう。） 

ウ． 前2 項のいずれかに該当する者が過半の出資を行うなど重要な影響を及ぼし得る特別目的会社（特定目的会社、合同会社、株式会社等を含む。）、組合そ

の他のファンド 

エ．前各項に掲げる者と実質的に同視し得る者 

 

（２）投資主の状況  

2020年 12月 31日現在 

氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯 
投資口口数

（口） 

比率 

（％） 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 該当事項はありません。 238,062 24.8 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 該当事項はありません。 147,160 15.4 

野村信託銀行株式会社（投信口） 該当事項はありません。 42,363 4.4 

株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 該当事項はありません。 33,021 3.4 

東京建物株式会社 

資産運用会社である株式会社東京リアルティ･インベストメント･マネジメ

ントの設立母体・親会社（出資比率：75.0％）で、本投資法人設立時及び

本投資法人が資産運用を開始するための私募増資時（2001年 11月）に出

資。資産運用会社との間では、物件移管業務委託契約及び賃貸営業管理・

29,300 3.1 
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工事計画助言業務委託契約を締結（詳細は 2020年 12月期有価証券報告書

「第一部ファンド情報 第１ファンドの状況 １投資法人の概況 (3)投

資法人の仕組み」をご参照ください）。投資法人との間では、テナント一

般媒介業務委託契約を締結。また、2020年 12月末保有 66物件のうち、38

物件について不動産管理委託契約を締結。なお、同社は、投資信託及び投

資法人に関する法律施行令（以下「投信法施行令」といいます。）におけ

る「利害関係人等」および本投資法人の役員会規則に規定する「利害関係

者」に該当します。 

学校法人川崎学園 該当事項はありません。 25,000 2.6 

明治安田生命保険相互会社 

資産運用会社である株式会社東京リアルティ･インベストメント･マネジメ

ントの設立母体（出資比率：5.0％）で、本投資法人が資産運用を開始す

るための私募増資時（2001年 11月）に出資。 

同社は、投信法施行令における「利害関係人等」には該当しませんが、本

投資法人の役員会規則に規定する「利害関係者」に該当します。 

24,000 2.5 

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務

部) 

該当事項はありません。 15,230 1.6 

日本証券金融株式会社 該当事項はありません。 12,980 1.4 

STATE STREET BANK WEST CLIENT－TREATY 505234 

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 
該当事項はありません。 11,519 1.2 

上位１０名合計 578,635 60.4 

 

 

（３）資産運用会社の大株主の状況 

2021年 3月 26日現在 

氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯 株数（株） 比率（％） 
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東京建物株式会社 

スポンサー（本投資法人役員会規則における利害関係者に該当）。資産運用会社へは、常

勤役員 2 名、非常勤役員 1 名を派遣。本投資法人に対しては、本投資法人設立時及び本投

資法人が資産運用を開始するための私募増資時（2001年 11月）に出資。 

5,250 75.0 

安田不動産株式会社 

スポンサー（本投資法人役員会規則における利害関係者に該当）。資産運用会社へは、非

常勤役員 1 名を派遣。本投資法人に対しては、本投資法人が資産運用を開始するための私

募増資時（2001年 11月）に出資。 

700 10.0 

大成建設株式会社 

スポンサー（本投資法人役員会規則における利害関係者に該当）。資産運用会社へは、非

常勤役員 1 名を派遣。本投資法人に対しては、本投資法人設立時及び本投資法人が資産運

用を開始するための私募増資時（2001年 11月）に出資。 

700 10.0 

明治安田生命保険相互会社 
スポンサー（本投資法人役員会規則における利害関係者に該当）。本投資法人に対して

は、本投資法人が資産運用を開始するための私募増資時（2001年 11月）に出資。 
350 5.0 

合計 7,000 100.0 

 

（４）投資方針・投資対象 

2020年 12月期有価証券報告書「第一部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 ２【投資方針】」をご参照ください。 

 

（５） 海外不動産投資に関する事項   

① 海外不動産への投資姿勢 

海外不動産への投資を行う予定はありません。 

 

② 海外不動産に投資する際の指針等 

該当はありません。 

 

③ 海外不動産への投資に対する運用体制及び適時開示体制 

該当はありません。 

 

④ 海外不動産への投資に対するリスク管理体制 

該当はありません。 
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（６）スポンサーに関する事項 

① スポンサーの企業グループの事業の内容 

以下のスポンサー企業グループ各社は、新規物件情報を含む資産運用に関する情報や金融情報等、資産運用会社に対して総合的な情報提供を行っています。 

また、資産運用会社は、スポンサー企業グループ各社より人材の提供を受け入れることにより、不動産、建設、金融といった異なる分野のノウハウを融合・蓄積させ、

安定的な運用に努めています。 

 

ａ．東京建物株式会社（証券コード：8804） 

 東京建物株式会社は、日本有数の総合不動産会社として長年の実績があり、不動産の分野における豊富なノウハウを有しています。 

 東京建物株式会社及びその関係会社が営んでいる主な事業内容等は、東京建物株式会社の有価証券報告書等をご参照下さい。 

 

ｂ．安田不動産株式会社 

 安田不動産株式会社は、総合不動産会社として長年の実績があり、不動産の分野における豊富なノウハウを有しています。 

 安田不動産株式会社及びその関係会社が営んでいる主な事業内容等については、安田不動産株式会社のホームページ（http://www.yasuda-re.co.jp/）等をご参照

下さい。 

 

c． 大成建設株式会社（証券コード：1801） 

 大成建設株式会社は、日本有数の総合建設会社として長年の実績があり、建設の分野における豊富なノウハウを有しています。 

 大成建設株式会社及びその関係会社が営んでいる主な事業内容等は、大成建設株式会社の有価証券報告書等をご参照下さい。 

 

ｄ．明治安田生命保険相互会社 

 明治安田生命保険相互会社は、日本有数の生命保険会社として長年の実績があり、金融の分野における豊富なノウハウを有しています。 

 明治安田生命保険相互会社及びその関係会社が営んでいる主な事業内容等については、明治安田生命保険相互会社のホームページ 

（http://www.meijiyasuda.co.jp/）等で開示されているディスクロージャー資料をご参照下さい。 

 

② スポンサーの企業グループとの物件供給や情報提供に係る契約等の状況 

スポンサー企業グループと本投資法人又は資産運用会社との物件の供給・情報提供に係る契約はありません。 

 

２．投資法人及び資産運用会社の運用体制等 

（１）投資法人 

① 投資法人の役員の状況（2021年 3月 26日現在） 
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役職名 氏 名 主要略歴 選任理由 

執行役員 城﨑 好浩 2020年 12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】  

第１【投資法人の追加情報】 ２【役員の状況】」をご参照くだ 

さい。 

資産運用会社の代表者で資産運用の実際を熟知して

おり、日本有数の総合不動産会社での経験を前提

に、執行役員として投資主本位の経営を行うことが

期待されること。 

補欠執行役員 埜村 佳永 2020年12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 

第１【投資法人の追加情報】 ２【役員の状況】」をご参照くだ

さい。 

 

資産運用会社の取締役財務部長兼企画・管理部長で

資産運用の実際を熟知しており、執行役員が欠ける

ような非常時においても次の投資主総会までの業務

について、適切に執行することが期待されること。 

日本有数の総合不動産会社での経験を前提に、執行

役員として投資主本位の経営を行うことが期待され

ること。 

監督役員 出縄 正人 2020年 12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】  

第１【投資法人の追加情報】 ２【役員の状況】」をご参照くだ 

さい。 

不動産に関する知識と弁護士としての経験を前提

に、監督役員として適切な経営の監督を行うことが

期待されること。 

監督役員 草薙 信久 2020年12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 

第１【投資法人の追加情報】 ２【役員の状況】」をご参照くだ

さい。 

会計及び税務並びに監査等に関する知識と経験か

ら、監督役員として適切な経営の監督を行うことが

期待されること。 

補欠監督役員 川口 明浩 2020年12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 

第１【投資法人の追加情報】 ２【役員の状況】」をご参照くだ

さい。 

会計及び税務並びに監査等に関する知識と経験か

ら、監督役員として適切な経営の監督を行うことが

期待されること。 

 

② 資産運用会社役職員と兼職する投資法人の役員の選任理由・兼職理由及び利益相反関係への態勢 

氏 名 
資産運用会社

の役職名 
選任理由・兼職理由 利益相反関係への態勢 

城﨑 好浩 代表取締役社

長 

執行役員城﨑好浩は、本投資法人の資産運用会社である株式会社

東京リアルティ・インベストメント・マネジメントの代表取締役

社長を 2017 年 4 月から務めています。本投資法人の執行役員と

しても、資産運用会社の代表取締役社長としての知識・経験を活

かすことにより、効果的な役割を発揮できるものと考えていま

本投資法人と資産運用会社との取引関係は資産運用業

務の委託のみを予定していますが、当該委託契約の変

更又は解約等については投資信託及び投資法人に関す

る法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含

みます。以下「投信法」といいます。）又は当該委託
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す。 契約の条項により、役員会又は投資主総会の承認を受

けることとされており、さらに本投資法人の役員会規

則において決議についての特別な利害関係を有する役

員は当該事項について役員会の決議に参加できないこ

ととしています。なお、本投資法人の監督役員には外

部の弁護士及び公認会計士が就任し執行役員の業務執

行を監督しています。 

また、資産運用会社については会社法（平成 17 年法

律第 86 号、その後の改正を含みます。）による利益

相反取引の規制が適用されるほか、資産運用会社にお

いて、本投資法人と資産運用会社の利害関係者との間

で取引を行う場合には、複階層に及ぶ厳格な審査手続

を実施し、さらに外部専門家による牽制を図っていま

す。 

③ その他投資法人役員の兼任・兼職による利益相反関係の有無等（前②に記載された内容を除く） 

氏 名 兼任・兼職先 
利益相反関係、利益相反取引などへの対応や取組み、

今後の方針等 

該当なし   

 

（２）資産運用会社 

① 資産運用会社の役員の状況（2021年 3月 26日現在） 

役職名・常勤非常勤の別 氏 名 主要略歴 兼任・兼職・出向の状況 

代表取締役社長 城﨑 好浩 2020年12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 第４ 

【関係法人の状況】 ２【資産運用会社の概況】 （４）【役員の状

況】」をご参照ください。 

本投資法人執行役員を兼任 

取締役 

投資運用部長 

久保庭 昇 2020年12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 第４ 

【関係法人の状況】 ２【資産運用会社の概況】 （４）【役員の状 

況】」をご参照ください。 

東京建物株式会社より出向中 

取締役 

財務部長兼 

埜村 佳永 2020年12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 第４

【関係法人の状況】 ２【資産運用会社の概況】 （４）【役員の状

東京建物株式会社より出向中 
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企画・管理部長 況】」をご参照ください。 

取締役（非常勤） 原田 卓也 2020年12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 第４ 

【関係法人の状況】 ２【資産運用会社の概況】 （４）【役員の状 

況】」をご参照ください。 

大成建設株式会社都市開発本部

開発企画部長を兼任 

取締役（非常勤） 小沼 裕 

 

 

2020年12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 第４ 

【関係法人の状況】 ２【資産運用会社の概況】 （４）【役員の状 

況】」をご参照ください。 

東京建物株式会社 企画部長、

東京建物不動産投資顧問株式会

社 取締役を兼任 

監査役（非常勤） 紅林 優光 2020年 12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 第４ 

【関係法人の状況】 ２【資産運用会社の概況】 （４）【役員の状

況】」をご参照ください。 

紅林公認会計士事務所代表を兼

任 

監査役（非常勤） 藤久保 力也 2020年12月期有価証券報告書「第二部【投資法人の詳細情報】 第４ 

【関係法人の状況】 ２【資産運用会社の概況】 （４）【役員の状

況】」をご参照ください。 

安田不動産株式会社上級執行役

員営業部長を兼任 

 

② 資産運用会社の従業員の状況（2021年 3月 26日現在） 

出向元 人数 出向元と兼務がある場合にはその状況 

 東京建物株式会社 6 無 

大成建設株式会社 0 無 

安田不動産株式会社 0 無 

損害保険ジャパン株式会社 1 無 

 明治安田生命保険相互会社 0 無 

出向者計 7 ― 

出向者以外 36 無 

資産運用会社従業員総数 43 ― 

 

 

 

③ 投資法人及び資産運用会社の運用体制 

本投資法人の資産運用は、資産運用会社に委託して行われます。 
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資産運用会社の組織体系及び各部の業務の概略は以下のとおりです。 

2021年 3月 26日時点 

【資産運用会社の組織体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各部の業務の概略】 

担当部署 業務の概略 

投資運用部 （リサーチグループ） 

・ リサーチ計画の策定 

・ 不動産マーケットの調査・分析 

（投資グループ） 

・ 取得方針の策定・検証 

・ 不動産等の取得の立案及び実行に関する業務 

（アセットマネジメント1、2及び3グループ） 

株主総会 

投資政策委員会 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会 

監査役 

ﾘｻｰﾁｸﾞﾙｰﾌ  ゚

企画･管理部 財務部 

代表取締役 

投資運用部 

取締役会 

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝト 

1 ｸﾞﾙｰﾌ  ゚
投資ｸﾞﾙｰﾌ  ゚ IR ｸﾞﾙｰﾌ  ゚

ｱｾｯﾄｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙ 

ｸ゙ﾙー ﾌ゚ 
ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

2ｸ゙ﾙー ﾌ゚ 
企画ｸﾞﾙｰﾌ  ゚ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ 

推進ｸﾞﾙｰﾌ  ゚
総務ｸﾞﾙｰﾌ  ゚財務ｸﾞﾙｰﾌ  ゚

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室 

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

3ｸ゙ﾙー ﾌ゚ 

運用管理・ 

経理ｸﾞﾙｰﾌ  ゚
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・ 管理方針の策定・検証 

・ 不動産等の賃貸運営管理 

・ 不動産等の売却の立案及び実行 

（アセットエンジニアリンググループ） 

・ 建物の修繕・リニューアルに関する業務 

・ 環境対応業務 

財務部 （サステナビリティ推進グループ） 

・ サステナビリティ方針の策定・検証 

・ サステナビリティに関する業務 

（財務グループ） 

・ 財務方針の策定・検証 

・ 財務業務 

・ 余資の運用業務 

（ＩＲグループ） 

・ ＩＲ方針の策定・検証 

・ ＩＲ及びディスクロージャーに関する業務 

企画・管理部 （運用管理・経理グループ） 

・ 資産運用会社経理業務 

・ 資産運用会社決算、配当業務及び納税業務 

・ 投資法人の運用管理に関する業務 

・ 投資法人の経理に関する業務 

・ ディスクロージャーに関する業務 

（企画グループ） 

・ 資産運用会社事業計画の策定・検証 

・ 株主総会・取締役会に関する事項 

・ 投資政策委員会事務局業務 

・ 資産運用会社諸規則、規程及び制度の制定・改廃 

・ 投資法人に対する統括窓口 

・ 苦情対応業務統括 

・ システム開発・保守業務 

（総務グループ） 
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・ 人事・労務管理・能力開発に関する業務 

・ 総務全般に関する業務  

コンプライアンス室 ・ コンプライアンス方針の策定・検証  

・ コンプライアンス・プログラムの策定・変更 

・ コンプライアンス委員会事務局業務 

・ 業務全般の法令等遵守確認等 

・ 法令等に抵触するおそれがある場合の代表取締役等適切な役員への意見具申 

・ 法令等に抵触する行為の執行の差止め 

・ 自主点検・内部監査に関する事項 

・ リスク管理に関する事項 

・ 法務に関する事項 

・ 監査役の職務補助の実施及び監査役との諸業務の連携 

 

（３）利益相反取引への取組み等 

① 利益相反取引への対応方針及び運用体制 

a.投資運用の意思決定機構 

  (ｲ)投資運用の意思決定機関 

資産運用会社は、投資運用の意思決定を行う機関として、「投資政策委員会」を設置し、その下部組織として、「投資小委員会（デューデリジェンス小委員会を含

む）」及び「運用小委員会」を設置しています。構成員は、いずれも代表取締役社長、投資運用部長、財務部長、企画・管理部長です。また、これらの委員会につい

ては、上記構成員に、コンプライアンス室長が加わり、議案の内容について遵法性の観点からの確認を強化しています。 

投資運用の対象及び方針に関する事項は「取締役会」、運用計画・実行に関する事項は「投資政策委員会」で決定し、個別資産の取得若しくは売却又は運用に関する

個別事項は、それぞれ「投資小委員会」又は「運用小委員会」で決定します。 

 

 

委員会 決定事項等の概略 

取締役会 投資運用の対象及び方針に関する事項 

投資政策委員会 運用計画・実行に関する事項 

投資小委員会 個別資産取得及び売却に関する事項 

運用小委員会 資産運用に関する個別事項 
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投資小委員会の決定手続は、取得又は売却について、1 回以上の方針決定、最終的な取得又は売却の決定という 2 回以上の手続を必要としており、確実な手順を踏ん

だ意思決定を行っています。更に、個別資産の取得又は売却に関しては、取得又は売却方針決定後、「デューデリジェンス小委員会」を開催し、デューデリジェンス

の内容審査を強化しています。また、一定額以上の個別資産の取得又は売却に関しては、取締役会に付議し、運用に慎重を期しています。 

なお、それぞれの委員会の決定事項及び決定手続が法令、諸規則、本投資法人の規約、社内規程等に違背していないか、各委員会開催の直前にコンプライアンス小委

員会を開催して審査し、法令違反や規程への違背の有無についてコンプライアンス室長が各委員会における審議に入る前に報告を行い、更に規程等に則り資産運用会

社の取締役会又は投資法人の役員会への付議又は報告を各部長に指示します。 

利害関係者との一定の取引については、上記に加え、コンプライアンス委員会において、事前にその妥当性や合理性の検証を行っています。 

 

【物件取得における意思決定機構】 

資産運用会社における物件取得の際の意思決定機構は以下のとおりです。（一般的な意思決定機構を示しており、取得案件の内容によっては、一部順序が入れ替わり、又

は一部の会議等が開催されない場合があります。）(注 1)。 
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(注 1) フォワード・コミットメント（先日付の売買契約であって、契約締結から 1 か月以上経過した後に決済・物件引渡を行うこととしているものその他これ

に類する契約をいいます。）を行う取得のうち、売主が利害関係者である場合又は契約締結から取得まで相当の期間がある場合には、本投資法人の役員

会の承認を必要とします。 

(注 2) 一定額以上の物件の取得のほか、フォワード・コミットメントを行う取得のうち一定の要件に該当するものを含みます。 

 

(ﾛ)利害関係者との取引案件等 

取締役会または各委員会で決定される案件のうち、本投資法人と投信法に定める利害関係人等との間の一定の取引案件及び利害関係者との間の下記取引案件について

は、原則として毎月 1 回開催されるコンプライアンス委員会（代表取締役社長、企画・管理部長、投資運用部長、財務部長、コンプライアンス室長及び特別委員にて

構成）にて、対象案件の取引についての妥当性及び合理性について審査・検証を行っています。同委員会には、外部の弁護士を特別委員として選任しています。 

コンプライアンス委員会にて了承された案件の取引を実行するには、本投資法人の役員会の事前承認を必要としており、こうした複数の実効性のある検証を経た上で
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取引は行われることになっています。 

① 利害関係者からの物件・資産の取得 

② 利害関係者への物件・資産の売却 

③ 利害関係者への不動産管理委託 

④ 利害関係者による売買の媒介又は代理 

⑤ 利害関係者に対する工事の発注（1,000万円超の工事の場合） 

⑥ 利害関係者への物件の賃貸（※） 

このような審査、検証及び事前承認という内外の牽制により、利益相反取引に対する厳格な監視態勢を整えています。 

 

（※）利害関係者への物件の賃貸とは、①新規に利害関係者と賃貸借契約を締結する場合（物件に付随する駐車場において同種又は類似条件（月額駐車

場使用料及び敷金額）における平均的金額以上、かつ、月 5 台以下（既存契約分は除きます。）の賃貸は除きます。）及び②賃貸借契約の更改等

において、当該物件における平均賃料（利害関係者を除きます。）を下回る増減額改定又は据え置きの場合をいいます。 

 なお、以下、利害関係者との取引のうち物件の賃貸に関しては同様の取扱いです。 

 

利害関係者との間における以下の取引に関しては、それぞれの基準に基づいて行います。 

① 利害関係者からの物件・資産の取得 

  i .不動産及び不動産信託受益権の場合 

  投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。 

  ii.その他の特定資産の場合 

  時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記 i.によるものとします。 

② 利害関係者への物件・資産の売却 

  i .不動産及び不動産信託受益権の場合 

  1 物件当たりの「売却額」（売却金額のみとし、税金及び売却費用等は含みません。）は鑑定評価額以上とします。また、投資法人の役員会の事前承認

 を得るものとします。 

  ii.その他の特定資産の場合 

  時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記 i.によるものとします。 

③ 利害関係者への物件の賃貸 

市場相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、適正な賃貸条件に基づき賃貸するものとします。また、投資法人の役員会の事前承認を得

るものとします。 

④ 利害関係者への不動産管理委託 
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物件関連業務運用基準（2020年 12月期有価証券報告書「第一部ファンド情報 第１ファンドの状況 ２投資方針 (1)投資方針 ｂ.投資態度 （ハ）物件関

連業務運用基準」をご参照ください。）に基づき委託を行います。また、投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。 

⑤ 利害関係者による売買・賃貸の媒介又は仲介手数料 

  i .売買 

 媒介又は仲介手数料は売買価格の 3％＋6万円（但し消費税等を除きます。）を上限とし、投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。 

  ii.賃貸 

 媒介又は仲介手数料は契約賃料の 1ヵ月分相当を上限とします。 

⑥ 利害関係者に対する工事の発注（1,000万円超の工事の場合） 

第三者の見積価格、内容等と比較検討したうえで発注することとし、投資法人の役員会の事前承認を得ることとします。 なお、物件及び工事等の特性から

利害関係者への特命発注となる場合には、利害関係者の見積価格、内容を第三者にて検証し、価格の妥当性を確認した上で本投資法人の役員会の事前承認を

得るものとします。 

⑦ 利害関係者からの借入れ 

市場水準での借入条件で借り入れるものとします。また、借入れに際しては、当該借入れを含む資金計画（3 ヶ月毎の資金の運用・調達計画等を示したもの）

又は当該借入れについて、投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。 

 

② 運用体制の採用理由 

取引に一定の制限を課せられる投信法上の利害関係人等に加え、本投資法人としては役員会規則において資産運用会社の株主及び株主の関連会社等を利害関係者とし

て規定することで利益相反取引防止に努めています。 

利害関係者との取引においては、上記「①利益相反取引への対応方針及び運用体制」に記載のとおり、複数の手続を踏むことで資産運用会社の株主との利益相反取引

を回避させ、その仕組みも適切であると考えております。 

本投資法人の執行役員が資産運用会社の代表取締役社長を兼任していますが、上記２.（１）②に記載の通り、利益相反取引防止に努めています。 

 

資産運用会社の取締役会は常勤取締役 3 名（うち、2 名は利害関係者である東京建物株式会社からの出向者）及び非常勤取締役 2 名（利害関係者である東京建物株式

会社からの兼任者 1 名、大成建設株式会社からの兼任者 1 名）で構成されており、取締役会を複数会社からの出向者・兼任者等で構成することにより利益相反取引防

止に努めています。利益相反の惧れが強い利害関係者との不動産等の売買取引に関しては、投資小委員会及びコンプライアンス委員会における審議等を経て取締役会

における承認又は報告を必要とする仕組みを設けており、利益相反取引に対する牽制機能の確保を図っています。コンプライアンス委員会の特別委員には外部の弁護

士の山田忠氏を選任しています。 

同委員の略歴等は以下のとおりです。  

役職名 氏名 略歴 

コンプライアンス委員会 山田 忠 1995年 弁護士登録 



-16- 

 

特別委員  

1998年 

2004年 

 

2006年 

2013年 

2015年 

2016年 

2017年 

岩田合同法律事務所 

青葉法律事務所 

ニューヨーク州弁護士登録 

渥美綜合法律事務所（現渥美坂井法律事務所） 

ホワイト＆ケース法律事務所 

株式会社ザラ・ジャパン 

三菱自動車工業株式会社 

金川国際法律事務所 

山田日本橋法律事務所（現職） 

本投資法人又は資産運用会社の兼職・兼任の状況 ：該当ありません。 

スポンサー企業グループとの関係 ：該当ありません。 

当該社外委員の役割 ：法律の専門家としての知識及び経験に基づき、コンプライアンス全般にわたる適切な示唆を行うとともに、社外の第三者としての立場を 

生かした利益相反等に対する牽制機能の実効性を確保しています。 

 

資産運用会社では、コンプライアンス全般の企画・運営及び内部管理態勢の強化を担うコンプライアンス室が設置されており、コンプライアンス室長がコンプライア

ンスに関する統括責任者として内部監査及び定期的な法令等の遵守確認を行っています。コンプライアンス室長は、法令等に抵触するおそれがある場合に代表取締役

等適切な役員へ意見具申する権限及び法令等に抵触する行為の執行を差し止める権限を有しています。 

コンプライアンス室長の主要略歴等は以下のとおりです。 

役職名 氏名 略歴 

コンプライアンス室長 菅原 茂行 

1985年4月 

1998年4月 

1999年4月 

2001年1月 

2002年10月 

2004年10月 

2005年 7月 

2008年 4月 

2010年 6月 

2019年 4月 

朝日生命保険相互会社 入社 

同社不動産部不動産業務室課長代理 

朝日実業株式会社 出向 

株式会社東京リアルティ･インベストメント･マネジメント 出向 

同社 入社 

同社企画･管理部部長（コンプライアンスグループ担当) 

同社企画･管理部部長（企画グループ･コンプライアンスグループ担当） 

同社コンプライアンス室長 

同社取締役コンプライアンス室長 

同社コンプライアンス室長(現職) 
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３.スポンサー関係者等との取引等 

（１）利害関係人等との取引等 

2020年 12月期における利害関係人等との取引等については、以下のとおりです。 

① 取引状況 

ａ. 売買   

取引先 東京建物株式会社 
2020年 12月期の 

取引総額 

取引内容 取得及び譲渡  

取引金額 

（千円） 

取得 11,400,000 11,400,000 

譲渡 1,435,000 1,435,000 

合計 12,835,000（a)     12,835,000 (b) 

取引合計が取引総額に占める割合 

 (a)÷(b) 
100.0％ ― 

       

ｂ. 建物賃貸 

2020年 12月期における利害関係者への建物賃貸の状況については、以下のとおりです。 

なお、主な賃貸先との賃貸条件等、テナント情報の詳細につきましては、2020年 12月期有価証券報告書「第一部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 

５【運用状況】 （2）【投資資産】 ③【その他投資資産の主要なもの】 ｇ.テナント情報」をご参照ください。 

名称 物件名 
期末年間契約賃料 

（千円）（注 1） 

期末賃貸面積 

（㎡） 

東京建物株式会社 

新宿スクエアタワー（注 2） 
新宿センタービル(注 3）（注 4） 
東京スクエアガーデン 
オリナスタワー 
川崎ダイスビル（注 3）（注 5） 
東京建物本町ビル 

貸室 
その他 

3,714,045 11.6％ 49,652.69 10.0％ 

大成有楽不動産株式会社 
ライズアリーナビル（注 6） 
センシティビルディング（注 7） 

貸室 1,392,824 4.4％ 19,534.26 3.9％ 

明治安田生命保険相互会社 
川口センタービル 
ゆめおおおかオフィスタワー 

貸室 
その他 

43,293 0.1％ 749.82 0.2％ 

株式会社東京建物アメニティサポー
ト 

東京建物本町ビル 貸室 15,888 0.0％ 380.57 0.1％ 



-18- 

 

東京建物不動産販売株式会社 
ＪＰＲ横浜ビル 
東京建物本町ビル 

貸室 
その他 

16,893 0.1％ 169.96 0.0％ 

日本パーキング株式会社 
ビッグス新宿ビル 
六番町ビル 
東京建物本町ビル 

その他 30,360 0.1％ － － 

有限会社東京プライムステージ 大手町タワー（底地） 底地 2,559,321 8.0％ 7,875.50 1.6％ 

全テナント合計 32,015,710 100.0％ 498,968.98 100.0％ 

（注 1）期末年間契約賃料は、契約上の月額の賃料・地代・共益費・駐車場使用料・倉庫使用料・看板使用料等（月額契約賃料）の 12か月分の合計を記載して

います。 本投資法人が現在又は将来において実際に受領できる賃料を表示又は保証するものではありません。  

（注 2）新宿スクエアタワーは、各区分所有者が各々の専有部分を東京建物株式会社に一括して賃貸し、同社はこれを転借人に転貸（サブリース）しています。

また、「新宿スクエアタワー区分所有の一元管理に関する協定」に基づき、専有部分から生じる賃貸収益及び賃貸費用は、当該協定により定められた

比率に応じて配分・負担することになっています。そのため、同社が転借人から受領する賃料から一定率の金額を控除した金額に本投資法人の賃料配

分率である 69.72217％を乗じた金額を、同社は賃料として本投資法人に支払うこととなっています。 

（注 3）東京建物株式会社の新宿センタービルにおける期末年間契約賃料及び期末賃貸面積は、本投資法人が保有する共有持分割合に相当する数値（（注 4）

においても同様です。）を記載しており、川崎ダイスビルにおける期末年間契約賃料及び期末賃貸面積は、本投資法人が保有する信託受益権の準共有

持分割合に相当する数値（（注 5）においても同様です。）を記載しています。  

（注 4）新宿センタービルは、東京建物株式会社が転借人に転貸（サブリース）を行っており、転借人への賃貸借状況により同社が支払う賃料が変動する賃貸

借契約が締結されています。 同社は新宿センタービルにおいて、利害関係者に該当する大成建設株式会社に一部を転貸（サブリース）しており、転借

人の期末年間契約賃料及び期末賃貸面積は以下のとおりです。 

 

期末年間契約賃料（千円） 期末賃貸面積（㎡） 

365,739 3,184.86 

（注 5）川崎ダイスビルは、東京建物株式会社が転借人に転貸（サブリース）を行っており、転借人への賃貸借状況により同社が支払う賃料が変動する賃貸借

契約が締結されています。 

（注 6）ライズアリーナビルは、大成有楽不動産株式会社が転借人に転貸（サブリース）を行っており、転借人への賃貸借状況により同社が支払う賃料が変動

する賃貸借契約が締結されています。 

（注 7）センシティビルディングは、西棟低層部分と西棟高層部分を大成有楽不動産株式会社にそれぞれ一括して賃貸し、同社はこれらを転借人に転貸（サブ

リース）しています。なお、西棟高層部分については、大成有楽不動産株式会社が自己及び他の区分所有者の所有部分（一部の区分所有部分を除きま

す。）と合わせて転貸（サブリース）しています。西棟高層部分の専有部分から生じる賃貸収益等は、その合計額を大成有楽不動産株式会社とのマス

ターリース契約により定められた比率に応じて配分することになっています。そのため、大成有楽不動産株式会社のセンシティビルディングにおける
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期末年間賃料については、西棟低層部分は本投資法人の持分面積に対応する金額を、西棟高層部分は本投資法人の持分面積に対応する積数比を乗じた

金額をそれぞれ算出し、これらを合計した金額を記載しています。また、期末賃貸面積については、大成有楽不動産株式会社とのマスターリース契約

に基づく、本投資法人が保有する面積を記載しています。 

なお、大成有楽不動産株式会社はセンシティビルディングにおいて、利害関係者に該当する大成建設株式会社、大成ロテック株式会社、大成有楽不

動産販売株式会社、株式会社千葉センシティ、株式会社地域冷暖房千葉及び自社に一部を転貸（サブリース）しており、転借人の期末年間契約賃料及

び期末賃貸面積は以下のとおりです。「期末賃貸面積」は、転借人への転貸面積のうち、西棟低層部分は本投資法人が保有する持分面積を、西棟高層

部分は本投資法人が保有する持分面積に対応する積数比を乗じた面積をそれぞれ算出し、これらを合計した上で、小数第３位以下を四捨五入したもの

を記載しています。   

 

期末年間契約賃料（千円） 期末賃貸面積（㎡） 

88,563 1,305.51 

 

② 支払手数料等の金額（利害関係人等との取引） 

  

 

 

 

 

（注 1）利害関係人等とは、投信法施行令第 123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第 26条第 1項第 27

号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等をいいます。 

（注 2）上表の管理委託料には費用として処理されていない資産計上された工事管理報酬（39,052千円）を含んでいます。 

（注 3）上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです。 

東京建物株式会社  677,609千円 

株式会社プライムプレイス    35,968千円 

東京不動産管理株式会社 198,700千円 

新宿センタービル管理株式会社              14,760千円 

 

（２）物件取得等の状況 

   ① 利害関係人等からの物件の取得 

 2020年 12月期において、利害関係人等及び利害関係人等が意思決定機関を支配する特別目的会社（子会社）並びにその他特別の関係にある者（以下「特別な 

 
管理委託料 

（千円）（注 2） 
外注委託費（千円） 

テナント仲介 
手数料等（千円） 

東京建物株式会社 
249,652 
(72.3％) 

452,324 
(71.8％) 

5,401 
(14.2％) 

株式会社プライムプレイス 
22,422 
(6.5％) 

14,067 
(2.2％) 

536 
(1.4％) 
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利害関係にある者」と言います。）からの物件取得は以下の通りです。 

 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者等 前々所有者等 前々々所有者等 

大手町フィナンシャルシ

ティ ノースタワー 

（東京都千代田区大手町

一丁目 9番 5号） 

本投資法人の運用ガイドライ

ンに定める運用基準及び投資

基準に基づき、東京都心部に

所在するオフィスビルを取得

することによって、ポート

フォリオクオリティの向上を

目指すものです。 

①東京建物株式会社 

②資産運用会社の主要株主です。 

③投資運用目的で取得しています。1

年を超えて所有しているため、取得

価格は省略しています。 

特別な利害関係にある

者以外 

特別な利害関係にある者

以外 

取得価格：11,400百万円 取得価格：上記③のため、省略 － － 

取得時期：2020年 12月 取得時期：2012年 10月 － － 

 

② 利害関係人等への物件の譲渡 

  2020年 12月期において、特別な利害関係にある者への物件譲渡は以下の通りです。 

物件名（所在地） JPR博多ビル（福岡県福岡市博多駅前一丁目 4番 4号） 

譲渡先の会社名・氏名 東京建物株式会社 

譲渡価格 4,100百万円 

譲渡時期 ①2020年 12月 24日（35%）、②2021年 3月 29日（65％%） 

なお、①2020年 12月 24日譲渡分の価格は 1,435百万円、②2021年 3月 29日譲渡分の価格は 2,665百万円です。 

特別な利害関係にある者との関係 資産運用会社の親会社 

譲渡経緯・理由 本投資法人は、強固なポートフォリオの構築を目指す施策の一環として、優良物件への厳選投資と同時に資産入替えを計画的

に推進していく方針です。本譲渡物件は、現時点では本投資法人のポートフォリオにおいて安定的に収益に貢献しているもの

の、築 35 年が経過しており、大規模修繕その他の今後の安定運用に向けた対策や、中長期的には建替えも視野に入れた検討が

必要となります。このため、メインスポンサーとの間で、より築浅で東京都心に所在する競争力の高いオフィスビルとの入替

えを行うことが、強固なポートフォリオの構築に資するものと判断し、譲渡を行うこととしました。 

本物件の取得時期・価格 2001年 11月 2,900百万円 
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４.その他 

（１）不動産鑑定機関の選定方針及び概要（2020年 12月 31日現在） 

不動産鑑定機関の選定については、一定程度以上の実績を有する不動産鑑定機関を選定することを第一の方針とし、また、一部の鑑定機関を集中的に選択するのではな

く、複数の機関を総合的に判断して選定しています。 

なお、2020年 12月期末現在本投資法人が保有している物件について、不動産鑑定機関の概要は以下のとおりです。 

不動産鑑定機関の概要 

物件名称 

不動産鑑定機関の概要 

名 称 住 所 
不動産鑑定士の

人数 
選定理由 

ＪＰＲ人形町ビル 
新麹町ビル 
ＭＳ芝浦ビル 
五反田ファーストビル 
新宿センタービル 
南麻布ビル 
品川キャナルビル 
六番町ビル 
サイエンスプラザ・四番町プラザ 
芝大門センタービル 
ＪＰＲ麹町ビル 
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 
ＪＰＲ渋谷タワーレコードビル 
新宿三丁目イーストビル 
有楽町駅前ビルディング（有楽町イトシア） 
ＦＵＮＤＥＳ水道橋 
アルカイースト 
新横浜第二センタービル 
川口センタービル 
ＪＰＲ上野イーストビル 
立川ビジネスセンタービル 
ゆめおおおかオフィスタワー 
オリナスタワー 
ＪＰＲ横浜ビル 
大宮プライムイースト 
センシティビルディング 
キュポ・ラ本館棟 

一般財団法人 

日本不動産研究所 

東京都港区虎ノ門 
一丁目 3番 1号 
（2020年7月 13日移転） 

277人 
最大手の鑑定機関であり、実績も多く、
信頼性が高いと判断し、選定していま
す。 
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ＦＵＮＤＥＳ上野 
東京建物本町ビル 
損保ジャパン仙台ビル 
損保ジャパン和歌山ビル 
天神１２１ビル 
ＪＰＲ堂島ビル 
薬院ビジネスガーデン 
ＪＰＲ心斎橋ウエスト 

（計 35件） 

兼松ビル 
兼松ビル別館 
ＪＰＲクレスト竹橋ビル 
ＪＰＲ市ヶ谷ビル 
オーバルコート大崎マークウエスト 
ビッグス新宿ビル 
アクロス新川ビル・アネックス 
大手町タワー（底地） 
東京スクエアガーデン 
ＪＰＲ千葉ビル 
ＪＰＲ横浜日本大通ビル 
田無アスタ 

（計 12件） 

大和不動産鑑定 

株式会社 

東京都千代田区一ツ橋 
一丁目 1番 1号 

117人 
大手の鑑定機関の一つであり、実績も多
く、信頼性が高いと判断し、選定してい
ます。 

ＪＰＲ神宮前４３２ 
川崎ダイスビル 
新潟駅南センタービル 
ＪＰＲ博多ビル 
ＪＰＲ那覇ビル 

（計 5件） 

株式会社 

谷澤総合鑑定所 

東京都港区赤坂 1 丁目 11
番 44号 

80人 
大手の鑑定機関の一つであり、実績も多
く、信頼性が高いと判断し、選定してい
ます。 

ライズアリーナビル 
ＪＰＲ名古屋伏見ビル 
ＪＰＲ心斎橋ビル 
ハウジング・デザイン・センター神戸 
ＪＰＲ茶屋町ビル 

（計 5件） 

シービーアール

イー株式会社 

東京都千代田区丸の内二
丁目 1番 1号 

32人 
大手に準じる鑑定機関の一つであり、実
績も多く、信頼性が高いと判断し、選定
しています。 

新宿スクエアタワー 
ＪＰＲ原宿ビル 
ＪＰＲ日本橋堀留ビル 
ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 

日本ヴァリュアー

ズ株式会社 

東京都千代田区富士見二
丁目 4番 3号 

21人 
大手に次ぐ鑑定機関の一つであり、実績
も多く、信頼性が高いと判断し、選定し
ています。 
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銀座三和ビル 
ＪＰＲ銀座並木通りビル 
ＪＰＲ武蔵小杉ビル 
武蔵浦和ショッピングスクエア 
ＪＰＲ梅田ロフトビル 

（計 9件） 

 

（２）エンジニアリング・レポート作成機関の選定方針及び概要  

エンジニアリング・レポート作成機関の選定については、一定程度以上の実績を有する作成機関を選定することを第一の方針とし、総合的に判断して選定しています。 

なお、2020年 12月期に取得した物件について、エンジニアリング･レポートの作成機関の概要は以下のとおりです。 

物件名称 
エンジニアリング・レポート作成機関の概要 

名 称 住 所 事業内容 選定理由 

大手町フィナンシャルシティ ノース

タワー 

東京海上日動リスクコ

ンサルティング株式会

社 

東京都千代田区大手町一

丁目 5番 1号 

建物評価事業、土地環境

評価事業、災害リスク評

価事業  

社内モニタリングによる指定業者 

 

（３）その他利益相反の可能性のある取引 

本項については該当ありません。 

 

（４）ＩＲに関する活動状況 

(ア) ＩＲに関する基本方針 

本投資法人の資産運用会社は、情報開示の充実が不動産投資信託証券市場の発展・成否に大きな影響を与えるという認識の下、「コンプライアンスの重視と適時か

つ適切な情報開示、積極的なＩＲ活動による透明性の高いファンド運営、社会と投資主からの信頼獲得」を推進する方針です。 

 

(イ) ＩＲにかかる活動状況 

a. 機関投資家向けＩＲ 

決算毎に、証券アナリストや在京の機関投資家、レンダー及びその他関係先等を対象に運用状況や業績見通し等に関する説明会を行っており、加えて国内外の機

関投資家に対し、個別ミーティングを実施しています。海外投資家に対しては、定期的に個別ミーティングを実施しているほか、証券会社主催のカンファレンス

にも積極的に参加しています。なお、2020年 12月期の個別ミーティングは、コロナウイルス感染拡大の影響によりオンラインで実施しています。 

 

b. 個人投資家向けＩＲ 
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個人投資家に対しては、原則として決算毎に東京と大阪で決算説明会を実施しているほか、不動産証券化協会や東京証券取引所及び証券会社等が主催する個人投

資家セミナーに積極参加し、本投資法人の特徴および運用状況等について説明しています。なお、2020 年 12 月期の決算説明会は、コロナウイルス感染拡大防止

の観点から中止しています。 

 

c. 本投資法人のホームページによる情報提供 

本投資法人のホームページ（http://www.jpr-reit.co.jp/）では、法定開示書類、プレスリリース、決算情報（財務諸表、決算短信、アナリスト向け説明会資料、

決算説明会動画等）、サステナビリティ（ESG）、運用資産の特性、パフォーマンス状況及び個人投資家向け情報等のさまざまなコンテンツを用意しつつ、迅速な

情報開示に努めています。 

 

d. ＩＲスケジュール 

 決算月：6月、12月 

 決算発表（決算短信）：2月、8月 

 アナリスト向け決算説明会：2月、8月 

 資産運用報告発送：3月、9月 

 個人投資家向け決算説明会：3月若しくは 4月、9月若しくは 10月 

 

(ウ) 適時開示体制 

適時開示にかかる業務は、資産運用会社の財務部ＩＲグループが担当し、財務部長が適時開示統括責任者となっています。決定事実及び発生事実が生じた場合には、

当該情報の詳細を適時開示統括責任者の下に集約し、必要な場合には専門家等にも意見を求めた上で、開示の要否につき決定し、資産運用会社の代表取締役の決定

を経て開示します。 

 

（５）反社会的勢力排除に向けた体制整備 

「反社会的勢力への対応に関する規程」において、資産運用会社は、反社会的勢力との関係を一切持たないものと定めています。 

反社会的勢力との関係の有無について、取引を行う際には取引の相手方について事前審査を実施し、また一定の継続的取引の相手方については事後検証を実施すること

により、反社会的勢力との取引を排除する体制を整えています。 

 

以 上 

http://www.jpr-reit.co.jp/

